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「消費者基本法改正」 平成16年6月2日施行

「消費者教育の推進に関する法律」 平成24年12月13日施行

消費者庁に「消費者教育推進会議」設置 平成25年3月6日第1回会議

・ 委員相互の情報交換

・ 「基本方針」作成・変更に意見

「消費者教育の推進に関する基本方針」 平成25年6月28日閣議決定

・ 消費者教育推進会議における更なる議論

・ 地方公共団体における

消費者教育推進協議会の設置、消費者教育推進計画の策定等の取組

「消費者教育推進会議取りまとめ」 平成27年3月5日公表

第２期消費者教育推進会議スタート 平成27年７月～
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１．消費者教育推進会議の動き



• 「消費者教育の担い手ナビゲーション」
の活用

消費者教育の担い手（教育関係者、
消費生活相談員、消費者団体、事業
者・事業者団体等）が消費者教育の
対象に対してどのようなことを教える
かといった観点から消費者教育事例
を示したもの。学校関係については
学習指導要領との関係も明示

• 消費者教育ポータルサイトの活用

様々な消費者教育の教材等を収集し
て掲載しているポータルサイト（消費
者庁が開設）の充実、活用の拡大

• 消費者教育に関する「プロジェクト」の
実施

消費生活に関する情報や消費者教
育に関心の薄い層に向けた情報発
信

○ 多様な担い手による消費者教育の実践に向けた提案

＜参考＞ 消費者教育の担い手向けナビゲーション

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜高等生期＞ 

家庭 

生産・流通・消

費・廃棄が環境、

経済や社会に与え

る影響を考えよう 

 

持続可能な社会を

目指して、ライフ

スタイルを考えよ

う 

 

【福井大学、福井県立高校】 

１３．市民性を育む教育

と学力「高齢社会と私」 
①高齢者の生活と文化を理解

する。 

②高齢社会と福祉についての

課題に気付く学習。 

③私たちの町の事例研究とし

て個人グループによる調査

研究と提案発表。 
（調査先は介護福祉センターやデ

イケアセンター・市役所の福祉課

など） 

【御茶ノ水女子大学附属高等学校】 
１１．背景への眼差しを育て

る消費者教育「エシカル・フ

ァッション」を事例として 

・生徒が作成したファッショ

ンカタログから実際に購入し

たい服を選び、値段、人件費

等を考える。 

・エシカルファッションのロ

ゴマークについて、その概念

を考える。 

【埼玉県立大宮光陵高等学校】

１２．消費が持つ影響力を

理解し、実際に行動を起こ

そう「チョコレートから見

えるもの」 
チョコレートの原材料と生産・

消費について学んだのち、児童

労働の実態を DVD で実感、フェ

アトレードについて理解する

（クイズや試食など） 

・消費行動が世界経済

に与える影響を考えさ

せる。 

・自分が取れるエシカ

ルな行動について考

察。 

・高校生にとって身近な食

品であるチョコレートを切

り口に学習を展開する流

れ。 

・児童労働の実態を DVD で

実感、フェアトレード商品

について理解する。 

・児童労働の現実を考え

る。 

・自分たちでできることを

考え、実際に行動に移す。 

学習指導要領（抜粋） 
イメージマップ

との関係 

 

－ 

テーマ・概要 特長・ポイント 
連携する 

主体 

あなたは？⇒高等学校等教職員 

 

公民 

どこで？ 

（教科等） 

 

身近な生活の課題と地

域や社会の問題とのつ

ながりを実感し、社会

的解決への視野を広げ

る学習 

自治体の企画の調査を

大学生や高校生が実施。

参画意識が高まる。 

身近な消費者問題

及び社会課題の解

決や、公正な社会

の形成に協働して

取り組むことの重

要性を理解しよう 

 

保護者と連携して 

生産・流通・消費・廃棄が

環境、経済や社会に与える

影響を考えよう 

 

 持続可能な社会を目指し

て、ライフスタイルを考え

よう 

 

 

身近な消費者問題及び社会

課題の解決や、公正な社会

の形成に協働して取り組む

ことの重要性を理解しよう 

 

 

【NPO法人消費者センター沖縄】 

１４．テキスト「社会をつなぐ

あなたの消費」の作成 
テキストの作成およびそれを使った教

師説明会。都道府県内全高校生に配布

し、教師と相談員で授業を実施。 

社会を形成する消費者市民とし

て、どうすればよりよい社会が

形成されるのかを考えるための

テキスト。 

【埼玉県】 

１５．不当表示広告調査 
不当表示の事例についてのガイダ

ンス後、週刊誌、新聞紙上掲載広

告、チラシ等を調査し、「不当表

示」にあたる広告を地方公共団体

に報告、自治体は事業者等へ指導 

－ 

消費生活センター 

NPO,在宅介護

センター、福

祉センター、

デイケアセン

ター、地方公

共団体 

 

- 

情報 

家庭基礎(2)生活の自立及び消費と環境 

エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画 

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切な意思決定に

基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した生活における経済の管理

や計画について考えることができるようにする。 

家庭総合(3) 生活における経済の計画と消費 

ア 生活における経済の計画 

生活と社会とのかかわりについて理解させ，生涯を見通した生活における経済の管

理や計画の重要性について認識させる。 

計画の重要性について認識させる。 

イ 消費行動と意思決定 

消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ，消費者として主

体的に判断できるようにする。 

ウ 消費者の権利と責任 

消費生活の現状と課題，消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解させ，

消費者としての権利と責任を自覚して行動できるようにする。 

生活デザイン(2)消費や環境に配慮したライフスタイルの確立 

ア 消費生活と生涯を見通した経済の計画 

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切な意思決定に

基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した生活における経済の管理

や計画について考えることができるようにする。 

第１ 社会と情報 

（３）情報社会の課題とモラル 

ア 情報化が社会に及ぼす影響と課題 

情報化が社会に及ぼす影響を理解させると共に、望ましい情報社会のありかたと情報技

術を適切に活用することの必要性を理解させる。 

 

現代社会(2) 現代社会と人間としての在り方生き方 

エ 現代の経済社会と経済活動の在り方 

現代の経済社会の変容などに触れながら，市場経済の機能と限界，政府の役割と財

政・租税，金融について理解を深めさせ，経済成長や景気変動と国民福祉の向上の

関連について考察させる。また，雇用，労働問題，社会保障について理解を深めさ

せるとともに，個人や企業の経済活動における役割と責任について考察させる。 

現代社会(3) 共に生きる社会を目指して 

持続可能な社会の形成に参画するという観点から課題を探究する活動を通して，現

代社会に対する理解を深めさせるとともに，現代に生きる人間としての在り方生き

方について考察を深めさせる。 

政治・経済(2)現代の経済  

ア現代経済の仕組みと特質 

経済活動の意義、国民経済における家計、企業、政府の役割、市場経済の機能と限

界、物価の動き、経済成長と景気変動、財政の仕組みと働き及び租税の意義と役

割、金融の仕組みと働きについて理解させ、現代経済の特質 について把握させ、

経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。 

イ 国民経済と国際経済 

貿易の意義，為替相場や国際収支の仕組み，国際協調の必要性や国際経済機関の役

割について理解させ，グローバル化が進む国際経済の特質について把握させ，国際

経済における日本の役割について考察させる。 

＜高等生期（再掲）＞ 

１．消費者教育推進会議の動き
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＜消費者教育推進会議取りまとめ（平成27年３月）＞



○消費者教育の拠点としての消費生活センターへの期待 （地方公共団体の取組事例）

市（5万人未満）及び町村
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※石川県能美市（人口 4.8万人）

【学校】
○市内の高校で、全校生徒約600人を対象と

した能美市消費生活相談室の出張学習会
を開催

※熊本県長洲町（人口 1.6万人）

【関係機関との連携】
○消費者行政推進委員会の開催

・実行委員長（副町長）のもと、自治体内関係
部局に加え、ＮＰＯ法人、大学の教授等 も
委員会に参加し、月次開催

・ 消費生活だけでなく、健康問題、家族問題等
の解決方法を検討し住民を支援。

○ＮＰＯ法人との協力による 「家計管理セ
ミナー」の実施（ 企画にはＰＴＡ役員、保
護者も企画に参加）

政令指定都市

※静岡県浜松市
○中学校での出前講座（ＤＶＤ視聴、グループ

ディスカッション、センター所長の講評）

※京都府京都市
【大学】
○大学における消費者講座
・ 公益財団法人大学コンソーシアム京都が

実施している「単位互換制度」により、地元
大学および同大学の単位互換参加大学に
在籍する学生を対象にＮＰＯ法人の協力を
得て消費者講座を実施

※新潟県新潟市
【学校】
○家庭科の授業

・要請のあった小学校５～６年生を対象に食

品の簡易テストや食品の表示について体
験型の学習を実施

・講師は、市から新潟市消費者協会（新潟支
部）に委託

※静岡県静岡市
【地域】
○悪質商法啓発ハナミン劇団の出張公演

・自治会・町内会に出向いて、悪質商法の手
口を寸劇で上演し、啓発。併せて消費者市
民ミニ講座を実施

※北海道札幌市
【関係機関との連携】

○悪質商法からの被害を未然に防ぐことを主
な目的に講師を希望する団体（学校、町内
会、福祉団体等）に専門講師を派遣し、「講
師派遣講座」と「体験テスト講座」を実施

※福岡県北九州市
【関係機関との連携】
○教員採用２年次の教職員を対象とした「情

報教育研修」での情報提供
○技術家庭科担当教諭の研修会における情

報提供
○市立中学校内への啓発パネル設置

市区（5万人以上）

※神奈川県大和市（人口 22.8万人）

【学校】
○校長会への働き掛け→中学校（自分で演

じるロールプレイ方式の導入）、高校への
出前講座

※新潟県新潟市（人口 81.1万人）

【学校】
○出前授業
・小学校において、食品の糖分や着色料の測

定実験を、保護者参観日に合わせた日程で
実施

※岐阜県岐阜市（人口 41.3万人）

【学校との連携】

○校外研修技術・家庭科部会による協働での
授業実施

※高知県高知市（人口 34.3万人）

【学校との連携】

○家庭科教育に対する消費生活センターの
提案力を高めるため、消費生活相談員を
対象に大学教授による家庭科教育の研修
を実施

※愛知県豊田市（人口 42.1万人）

【学校との連携】
○消費者教育をテーマとした研究授業
・消費生活相談員がゲストティーチャ―とし

て授業に参加
○オンデマンドサービス
・教育機関向けの消費者教育情報の映像
データを提供

※三重県伊勢市（人口 13.0万人）

【学校との連携】
○小学校の家庭科の授業において、消費生

活相談員と職員が金融の出前講座を実施
【司法書士会との連携】
○三重県司法書士会有志が中学校において

消費生活に役立つ法律に関する講座実施

※北海道士別市（人口 2.1万人）

【関係機関との連携】
○相談内容を反映した啓発や消費者教育３

事業（士別市消費者被害防止ネットワー
ク事業、高齢者・一般消費者を対象とした
消費者教育・学校授業での消費者教育）
を現在周辺の３町（和寒町・剣淵町・幌加
内町）に提供

○学校において「学校消費者教育モデル事
業」実施

○「消費者教育模擬授業」実施

・消費者教育の重要性や教育内容について、
教育担当者（教員・ＰＴＡ・教育委員会）の認
識を高めるために実施

○ 「士別市消費者教育支援プログラム」

・小・中学生を対象とした授業プログラム（小
学生15、中学生18、高校生14プログラム）
を全学校に提供

都道府県

※京都府
○中学校、高校、大学への出前講座

○短期大学での通年講座、他大学での講座開催に向
けた働き掛け

※大分県
○就職や進学等に伴い自立生活を始める高校生向け

の出前講座（ネットトラブル、消費者 問題対処法、ク
レジット等の金融教育講座）

※青森県
○中・高・短大・大学への出前講座

※山梨県
○小・中・高校生および大学生を対象に出前講

座を実施

※徳島県、山梨県
【学校教諭のセンターへの受け入れ】
○→出前講座の担い手拡充

※熊本県
【教育委員会との連携】

○教育委員会主催による「消費者教育指導者養成講座
（家庭科主任会）」を開催（文部科学省初等中等教育
局が行っている学校教育における消費者教育の推進
に係る事業を活用）
・消費者行政担当課が講師の人選や配布 資料等の
収集に協力

徳島県
【教育委員会との連携】
○消費者情報センターにおいて、県立学校の教員を研

修生として受入(１年間） →出前講座の実施
○採用後１０年を経過した教員及び市町村消費者行政

担当者向けの研修会の 開催
【大学との連携】
○四国大学と連携
・消費者大学校大学院生が四国大学において講義を
聴講
・県職員等が四国大学で講義
・高校生を対象に消費者問題をテーマにした「街角コン
シューマー・カフェ」開催

１．消費者教育推進会議の動き



１．消費者教育推進会議の動き

（１）「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（以下「基本方針」という。）の見直しに
向けた論点整理
・平成29年６月までに、基本方針の見直しに向けた論点を整理。

（２）社会情勢等の変化に対応した課題
①学校における消費者教育の充実方策について
②若年者への消費者教育（成年年齢引下げに向けた環境整備）の充実
③消費者市民社会の形成への参画の重要性の理解促進
④高齢者等への対応
⑤関係者との連携・協働

＜第二期消費者教育推進会議（平成27年7月～）における検討事項＞

＜第二期消費者教育推進会議（平成27年7月～）委員＞

東 珠 実 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授
飯 泉 嘉 門 徳島県知事

○大 竹 美 登 利 東京学芸大学教育学部教授
尾 嶋 由 紀 子 (公社)全国消費生活相談員協会広報部長
尾 上 浩 一 (公社)日本ＰＴＡ全国協議会特任業務執行理事
柿 沼 ト ミ 子 全国地域婦人団体連絡協議会会長
河 野 惠 美 子 (一社)消費者市民社会をつくる会会員
齊 藤 秀 樹（公財）全国老人クラブ連合会常務理事
佐 分 正 弘（公社）消費者関連専門家会議顧問
島 田 広 弁護士

清 家 久 樹 神戸市市民参画推進局市民生活部長
曽我部 多 美 東村山市立回田小学校校長
高 山 靖 子 株式会社資生堂顧問
出 口 貴美子 出口小児科医院院長
富 岡 秀 夫（公財）消費者教育支援センター専務理事

◎ 西 村 隆 男 横浜国立大学教育人間科学部教授
長谷川 敦 子 三重県教育委員会事務局高校教育課長
古 谷 由 紀 子 サステナビリティ消費者会議代表
堀 内 壽 夫 松山市立久米中学校校長
吉 國 眞 一 金融広報中央委員会会長

平成27年9月25日現在 ◎会長、○会長代理
4



【背景】

・消費者が自主的かつ合理的に選択・行動でき、社会の 一員として積

極的に関与することが必要。

・幼児期から高齢期までの各段階に応じた体系的な取組の推進が必要

・消費者教育推進法、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」に基

づき総合的・体系的に推進

【具体的取組】

・消費者教育の担い手に対し、国、地方公共団体及び国民生活センター

等において、研修を実施

・ 小・中・高等学校における学習指導要領の周知・徹底、学習指導要領

の改訂に向けた検討

・高等学校段階までに消費者として主体的に判断、責任を持って行動で

きるような能力を育むための取組の推進

・地方公共団体における消費者教育推進計画の策定及び消費者教育推

進地域協議会の設置

・消費生活センターの消費者教育の拠点化、コーディネーターの育成

誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で
消費者教育を受けることができる機会を提供し、効果的に推進。

【工程表】

【目標、ＫＰＩ】
・消費者教育推進計画及び消費者教育推進地域協議会の設置状況
・消費者教育を受ける機会（研修、講座等）の充実度、参加者の満足度

 

施策名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 ＫＰＩ 

消費者教育の総
合的、体系的かつ効
果的な推進 

     
消費者市民社会の
実現に向けた取組
の認知度 

地域における消
費者教育推進のた
めの体制の整備 

     

・消費者教育推進
計画及び消費者
教育推進地域協
議会の設置状況 

・手法等の検討状
況 

・研修実施状況 

消費者教育推進会議での議論を踏まえ、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行い、学校、地域、家庭、職域その他
様々な場における取組を推進 
【消費者庁、文部科学省、関係省庁等】 

国、地方公共団体、消費者団体、事業者・事業者団体や、地域にお
ける多様な主体との連携・協働を支援するなど、消費者教育の推進
のための体制の整備【消費者庁、文部科学省、関係省庁等】 

地域における先駆的な取組を促進し、その成果を全国へ展開【消費
者庁、文部科学省、関係省庁等】 

国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター等において、
必要な研修の実施、情報提供等を実施【消費者庁、文部科学省、関
係省庁等】 

消費者教育推進計画の策定及び消費者教育推進地域協議会の設置に
向けた取組の支援【消費者庁、関係省庁等】 

消費者基本計画（平成27年3月閣議決定） ４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

２． 国及び地方における消費者教育の推進
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計画は３０都道府県９政令市で策定済、協議会は４２都道府県12政令市で設置（平成28年３月23日現在）

⇒（目標）全都道府県・政令市で計画策定・協議会設置（地方消費者行政強化作戦（平成27年３月））

都道府県・市町村消費者教育推進計画策定状況（第10条）及び消費者教育推進地域協議会設置状況（第20条）

6

２． 国及び地方における消費者教育の推進

都道府県
計画策定
年月日

協議会
第一回
開催日

都道府県
計画策定
年月日

協議会
第一回
開催日

北海道 H.27.3.31 H.26.6.11 滋賀県 - H.26.10.27

青森県 - H.27.7.10 京都府 H.26.3.11 H.25.7.19

岩手県 H.27.3.27 H.26.4.21 大阪府 H.27.3.26 -

宮城県 - H.26.7.24 兵庫県 H.27.3.19 H.26.11.26

秋田県 H.27.3.20 H.26.7.29 奈良県 - H.27.2.19

山形県 H.26.3.18 H.25.9.13 和歌山県 H.27.3.2 -

福島県 H.26.12.25 H.26.2.4 鳥取県 - H.26.9.1

茨城県 H.26.3.20 H.25.9.13 島根県 - H.26.9.3

栃木県 - H.28.2.1 岡山県 H.26.3.18 H.25.7.4

群馬県 H.26.3.28 H.27.9.11 広島県 H.27.3.27 H.26.3.18

埼玉県 - H.27.11.24 山口県 H.25.9.1 H.25.9.1

千葉県 - H.26.7.15 徳島県 H.26.3.19 H.25.11.5

東京都 H.25.8.20 H.25.6.21 香川県 - -

神奈川県 H.27.3.31 H.26.9.3 愛媛県 H.26.9.26 H.25.10.30

新潟県 - H.27.3.24 高知県 - H.26.7.25

富山県 H.26.12.15 H.25.11.15 福岡県 H.26.6.18 H.26.1.23

石川県 H.27.3.16 H.26.3.13 佐賀県 - -

福井県 - H.27.10.9 長崎県 - -

山梨県 H.26.3.25 H.25.10.31 熊本県 H.27.2.17 H.25.12.2

長野県 H.26.6.13 H.25.9.2 大分県 - H.26.11.19

岐阜県 H.26.3.7 H.25.7.23 宮崎県 H.27.6.30 H.26.11.5

静岡県 H.26.3.4 H.27.5.22 鹿児島県 - H.26.7.28

愛知県 H.27.3.24 H.27.7.31 沖縄県 H.27.3.30 H.26.12.5

三重県 H.27.3.25 H.26.2.25

政令都市
計画策定
年月日

協議会
第一回
開催日

札幌市 H.27.3.5 H.25.12.10

仙台市 - H.27.1.9

さいたま市 - H.27.8.24

千葉市 H27.8.26 H.26.7.2

川崎市 - -

横浜市 H27.10.1 H.26.12.4

相模原市 H28.3.3 H.27.7.24

新潟市 - -

静岡市 H.27.3.31 H.25.7.8

浜松市 - H.26.10.29

名古屋市 - -

京都市 H.27.3.20 H.26.5.30

大阪市 - -

堺市 H28.2.4 H.26.11.10

神戸市 H.25.12.16 H.25.8.29

岡山市 - -

広島市 - -

北九州市 - -

福岡市 H27.3.31 H.25.7.2

熊本市 - -

計画策定済及び地域協議会設置済
計画策定済
地域協議会設置済 北海道

青森

秋田 岩手

山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 長野 埼玉 茨城

福井 岐阜 山梨 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄



２． 国及び地方における消費者教育の推進

平成27年度消費者教育関連テーマ
Ⅱ. 消費者教育の推進（地域における多様な担い手の連携・協働、風

評被害の防止等）
○多様な主体間の連携・協働や体系立った消費者教育の展開等を促進し、地

方の消費者教育を推進

国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラム

消費者の安全・安心の確保に向け、消費者問題に関する先駆的なテーマを国から提案、問題意識を共有した上で、
地方公共団体の自主性・独自性を確保しつつ、地方の現場での実証実験等を実施。事業終了後、事業の成果・課題
等をまとめた報告書を公表し、全国的な波及・展開を目指す。

平成27年度（33事業）
北海道 札幌市 消費者教育カタログ化事業

宮城県 石巻市 生産地の正確な情報発信による風評被害を解決するための食育体験プログラム

山形県 山形県
大学と地域の協働による“高齢者を守るプロジェクト”による消費者教育
～地域高齢者を大学・学生・地域みんなで見守り、詐欺的被害を減らすために～

山形県 山形県
消費者市民と企業市民の協働事業
「チームやまがた暮らし見守りたい！」養成事業

山形県 山形県
消費生活協同組合との協働事業 消費生活サポーターを活用した消費生活協同組合と
の協働事業による体系立った消費者教育と草の根啓発活動

福島県 福島県 小学生の絵手紙を活用した消費者教育推進プロジェクト

福島県 福島県
新聞記事掲載による消費者教育の展開及び
インターネット利用促進

福島県 福島県 消費者教育強化月間事業

福島県 福島県 消費者の特性に配慮した消費者市民者社会の概念の普及ＤＶＤ作成

福島県 福島県 消費者力養成講座（消費者市民社会概念普及のための担い手育成）

福島県 福島県 親子で学ぶ消費・金融教室

千葉県 千葉県 消費者教育の担い手育成事業

富山県 富山県 元気な高齢者への情報提供モデル事業

富山県 富山県 多様な主体による消費者問題対応推進事業

富山県 富山県
非常食のローリングストック法を活用した「消費者市民社会の形成」への理
解促進

岐阜県 岐阜市 子どものための消費者教育講座（中学校対象）

静岡県 静岡県 ふじのくに非常時（災害時）消費者教育推進事業

静岡県 浜松市 消費者教育教員支援プログラムの開発

愛知県 名古屋市 消費者市民社会普及事業

京都府 京都市 フェアトレードをきっかけとした京都らしさをいかした消費者教育推進事業

兵庫県 兵庫県 特別支援学校における消費者教育の推進

兵庫県 兵庫県 教育委員会等との協働による消費者教育コーディネーター養成事業

兵庫県 神戸市
「神戸消費者力研究機関」の設立
（愛称：神戸コインズ：“KOBE COnsumers’power INStitute”）

兵庫県 淡路市
安全な消費生活を営めるよう、地域での消費者教育の担い手の拡充と育成
を図る拠点づくり

鳥取県 鳥取県 「エシカル消費」普及啓発事業

岡山県 岡山県 消費者教育コーディネート人材養成事業

岡山県 岡山県 幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業

徳島県 徳島県 消費生活コーディネーターによる企画・提案型プロジェクト事業

徳島県 徳島県 “消費生活クロスロード”を活用した消費者力地域波及プロジェクト

徳島県 徳島県 「エシカル消費」推進プロジェクト

熊本県 熊本県 消費者教育プログラム開発事業

熊本県 熊本県 障害者等に対する消費者教育教材等の作成事業

熊本県 熊本市 高校・大学生指導者用教材作成事業
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➢消費生活に関わる問題は、福祉、子育て、教育、環境、金融など様々な分野に関連することから、消費者団
体をはじめ、地域で多様な分野で活動する主体が「消費者」の観点から各分野で課題に取り組むとともに、
行政を含めた多様な主体が連携・協働し、課題に取り組んでいくという視点が不可欠。

➢地域で活躍する消費者団体をはじめとした多様な主体が交流・連携する場として、平成22年度より「地方消
費者行政グループ・フォーラム」を全国８ブロックで開催。

【平成27年度実績】

消費者団体に限らず、地方公共団体、福祉関係者、学生、教育関係者、事業者等、合計1,536名が参加。
「改正消費者安全法」の公布を受け、多くのブロックにおいて、高齢者等の見守り活動や地域連携がテーマ
に取り上げて実施した。また、中部ブロックにおいて、文部科学省主催の「消費者教育フェスタ」と連携し
て開催。

◆地方消費者グループ・フォーラム

２． 国及び地方における消費者教育の推進
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２． 国及び地方における消費者教育の推進

消費者庁、関係府省、関係機関及び地方公共団体が作成した教材等を
消費者教育ポータルサイトに掲載

消費者教育ポータルサイトとは

消費者教育を担う講師、学校の教職員、専門家、地域住民と関わりのある者を主な利用者として置かれた消費者教
育の教材・サービス等の情報検索サイト。国や地方公共団体、消費者団体、事業者団体等から情報等が提供され、
消費者教育の教材が約795件、取組が約300件、講座が約603件登録されている（2016年３月末時点）。 9




